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電事法第３８条第１項第１号の一般用電気工作物について 
（需要設備単独型） 

他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内
においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電
気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のための電線路以外
の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

受電のための電線路 
以外の電線路 

構内以外の場所にある 
電気工作物 

別構内 
受電の場所と同一の構内 

受電のための電線路 

他の者 

低圧受電 

受電に係る電気を 
使用するための 
電気工作物 
（需要設備） 

受電点 
（責任分界点） 

※「×」の接続がある場合、一般用電気工作物と
はみなさないものとする。 

× 



PCS 

受電のための電線路 

他の者 

低圧受電 

受電に係る電気を 
使用するための 
電気工作物 
（需要設備） 

電事法第３８条第１項第１号の一般用電気工作物について 
（発電設備併設型） 

同一の構内に、 
かつ、電気的に接続して 
設置する小出力発電設備 

他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内
においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電
気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のための電線路以外
の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

受電のための電線路 
以外の電線路 

構内以外の場所にある 
電気工作物 

別構内 

× 
受電の場所と同一の構内 

受電点 
（責任分界点） 

※「×」の接続がある場合、一般用電気工作物と
はみなさないものとする。 



電事法第３８条第１項第２号の一般用電気工作物について 
（発電設備単独型） 

構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電
気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業
省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電
線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

他の者がその構内において 
受電するための電線路 

以外の電線路 

構内以外の場所にある 
電気工作物 

別構内 

× 

他の者がその構内において 
受電するための電線路 

 他の者の 
 低圧受電 

他の者 

受電点 
（責任分界点） 

小出力発電設備 

PCS 

※「×」の接続がある場合、一般用電気工作物と
はみなさないものとする。 



電事法第３８条第１項第２号の一般用電気工作物について 
 （スタンドアローン型） 

構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電
気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業
省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電
線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

低圧 

他の者がその構内において 
受電するための電線路 

以外の電線路 

同一の構内に、 
かつ、電気的に接続して設置する 
電気を使用するための電気工作物 

低圧 × 
構内以外の場所にある 

電気工作物 

別構内 

小出力発電設備 

PCS 

電気工作物 
（需要設備） 

※「×」の接続がある場合、一般用電気工作物と
はみなさないものとする。 



電事法第３８条第１項第２号の一般用電気工作物について 
（通常逆潮流型） 

構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電
気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業
省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電
線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

他の者の 
低圧受電 
   （逆潮流） 

受電のための電線路 
以外の電線路 

構内以外の場所にある 
電気工作物 

別構内 
他の者がその構内において 
受電するための電線路 

他の者 受電点 
（責任分界点） 

小出力発電設備 

PCS 

受電に係る電気を 
使用するための 
電気工作物 
（需要設備） 

× 

※「×」の接続がある場合、一般用電気工作物と
はみなさないものとする。 
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